
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

石膏歯模型切削装置

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　歯科技工士が石膏歯模型の仕上げ加工を行う装置である。
　歯模型を削り、模型トレーに勘合（植え込み）する状態に仕上げる。切削粉を吸
い込み、排出する機能を有している。

○構造、仕様、意匠
　直径２０㎜、高さ２０㎜の円筒型で、電動機が中央部にあり、電動機軸の先端
にサンド・ペーパー・ジグを取り付けてある。
　定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、２，５００／３，０００ｒｐｍ
　
○ 主な使用者、販売先
歯科技工士、歯科機材販売事業者等。

２　対象・非対象の解釈

　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「その他の電動工具」と
して取り扱う。

（理由）
　主に歯科技工士が使用するものであるが、石膏歯模型切削以外の目的でも使用
できる汎用性を有することから、「その他の電動工具」として取り扱うのが妥当と
判断する。


